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第32回 技術情報検討会 

議事録 

 

１．日時 

 平成３０年６月２０日（水）１５：００～１７：００ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階会議室Ａ 

 

３．出席者 

 原子力規制委員会 

  山中 伸介  原子力規制委員 

 原子力規制庁 

  櫻田 道夫  原子力規制技監 

  山形 浩史  長官官房 緊急事態対策監 

  青木 昌浩  長官官房 審議官 

  片岡 洋   長官官房 審議官 

  平野 雅司  長官官房 総務課国際室 地域連携推進官 

  辻原 浩   長官官房 技術基盤グループ 技術基盤課長 

萩沼 真之  長官官房 技術基盤グループ 技術基盤課 企画調整官 

  岩永 宏平  長官官房 技術基盤グループ 技術基盤課 課長補佐 

  岩澤 大   長官官房 技術基盤グループ 技術基盤課 課長補佐 

鏡 健太   長官官房 技術基盤グループ 技術基盤課 技術戦略係長 

  永瀬 文久  長官官房 技術基盤グループ 安全技術管理官（システム安全担当） 

今瀬 正博  長官官房 技術基盤グループ システム安全研究部門 原子力規制専門職 

  深沢 正憲  長官官房 技術基盤グループ シビアアクシデント研究部門 企画官 

西村 健   長官官房 技術基盤グループ シビアアクシデント研究部門 技術研

究調査官 

  迎 隆    長官官房 技術基盤グループ 安全技術管理官（核燃料廃棄物担当） 

久保田 和雄 長官官房 技術基盤グループ 核燃料廃棄物研究部門 統括技術研究調査官 
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  小林 恒一  長官官房 技術基盤グループ 安全技術管理官（地震・津波担当） 

  山田 知穂  原子力規制部長 

  小野 裕ニ  原子力規制部 審査グループ 安全規制管理官（実用炉審査担当） 

 小山田 巧  原子力規制部 審査グループ 実用炉審査部門 安全規制調整官 

  川﨑 憲二  原子力規制部 審査グループ 実用炉審査部門 安全管理調査官 

  村上 玄   原子力規制部 審査グループ 実用炉審査部門 主任安全審査官 

  照井 裕之  原子力規制部 審査グループ 実用炉審査部門 安全審査官 

  宮本 久   原子力規制部 審査グループ 安全規制管理官（研究炉等審査担当） 

  青木 一哉  原子力規制部 審査グループ 安全規制管理官（核燃料施設審査担当） 

  大浅田 薫  原子力規制部 審査グループ 安全規制管理官（地震・津波審査担当） 

  金子 修一  原子力規制部 検査グループ 検査監督総括課長 

  古金谷 敏之 原子力規制部 検査グループ 安全規制管理官（実用炉監視担当） 

  門野 利之  原子力規制部 検査グループ 安全規制管理官（専門検査担当） 

   

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

  中塚 亨   安全研究・防災支援部門 企画調整室 規制・国際情報分析室 技術主幹 

 事務局 

  市村 知也  原子力規制部 原子力規制企画課長 

  田口 達也  原子力規制部 原子力規制企画課 企画官 

  片岡 一芳  原子力規制部 原子力規制企画課 専門職 

  蔦沢 雄二  原子力規制部 原子力規制企画課 課長補佐 

 

４．議題 

  （１）技術情報検討会について 

  （２）国内外の原子力施設の事故・トラブル情報について 

    1)1次スクリーニング状況 

    2)2次スクリーニング状況 

    3)要対応技術情報等の進捗状況 

    4)海外トピックス 

  （３）安全研究及び学術的な調査・研究から得られる最新知見について 
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    1)PWRアニュラスにおける水素爆発防止に係る海外動向調査について 

    2)スクリーニング状況 

  （４）審査経験から得られる知見について 

    1)事前整理結果及び規制基準等の見直しの状況 

  （５）技術基準・制度への反映に向けた取組について 

    1)調査中案件の状況 

    2)デジタルI&Cに係る国内外の規制動向等の調査を踏まえた対応 

    3)技術基準・制度への反映に向けた進捗状況 

  （６）その他 

 

５．配布資料 

  ＜資料＞ 

  議題(1)技術情報検討会について 

   資料32－1    技術情報検討会について 

  議題(2)国内外の原子力施設の事故・トラブル情報について 

   資料32－2－1① スクリーニングと要対応技術情報の状況について(案) 

   資料32－2－1② 1次スクリーニング結果(案) 

   資料32－2－2  2次スクリーニングの検討状況(案) 

   資料32－2－3  規制対応する準備を進めている情報(要対応技術情報)リスト(累

積)(案) 

   資料32－2－4  仏国プラントにおける制御棒駆動機構のサーマルスリーブ摩耗に

ついて(案) 

  議題(3)安全研究及び学術的な調査・研究から得られる最新知見について 

   資料32－3－1  PWRアニュラスにおける水素爆発防止に係る海外動向調査結果に

ついて(案) 

   資料32－3－2  最新知見のスクリーニング状況 

  議題(4)審査経験から得られる知見について 

   資料32－4    事前整理の結果、検討すべきとした事項(案) 

  議題(5)技術基準・制度への反映に向けた取組について 

   資料32－5－1  調査中案件の状況(案) 
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   資料32－5－2① デジタル安全保護系に関する国内調査結果について 

   資料32－5－2② デジタル安全保護系の共通要因故障(CCF)対策設備に関する調査

結果について(案) 

   資料32－5－2③ (参考)デジタル安全保護系に係る共通要因故障に対する国内外の

規制状況 

   資料32－5－3  技術基準・制度への反映に向けた進捗状況(案) 

  ＜参考資料＞ 

   参考32－1    第31回技術情報検討会議事概要 

 

６．議事録 

○田口企画官 それでは時間になりましたので、第32回の技術情報検討会を開きたいと思

います。 

 司会は、今までどおり規制企画課の田口が努めさせていただきます。よろしくお願いし

ます。 

 今日からユーチューブ中継されておりますので、多分、一般ルールだと思いますけれど

も、発言するときは、一言お名前を名乗ってから発言をいただくようにお願いします。 

 では、早速、中身に入りたいと思います。 

 まず、議題の(1)でございますけれども、技術情報検討会についてということで、資料

のほうは32-1をお開きください。 

 こちら前回もお配りをしているものですけれども、今回、公開会合の第1回ということ

なので改めてお配りをしております。 

 左上に四角い注書きが書いてありますけれども、今後は技術情報検討会の資料には全て

この言葉を入れようと思っております。 

 技術情報検討会というのは新知見のふるい分けや作業担当課の特定を目的とした事務的

な会議体であって、その資料及び議事録は規制委員会の判断を示すものではありません、

ということをあらゆる資料につけるというふうにしたいと思っております。 

 この32-1の資料そのものは前回お配りしたものと基本的には同じですので、この場では

詳しい説明は省きたいと思います。 

 それでは、次、資料32-2-1。スクリーニングの議題に行きたいと思います。 

 この最初の表を御覧いただきますと、今回、4月6日～5月17日の期間で1次スクリーニン
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グを21件しておりますけれども、全てスクリーニングアウトということで、後ろにちょっ

と、32-1-2、次の資料を御覧いただきますと、その個票をつけておりますけれども、こち

らも一つ一つのこの場での紹介はいたしませんので、もし後で御覧になって、ちょっとこ

れはやっぱり取り上げたほうがいいんじゃないかとかもしありましたら、また御連絡をい

ただければと思います。この会議が終わってからでも結構です。 

 それでついでに申し上げますと、今の資料の、最初のほうは何もないんですけど、4ペ

ージ目ぐらいから赤枠がついています。この赤枠がついているのは、この資料でいうと国

際機関との取り決めによって公開ができないもの。したがって、この会議のメンバーはそ

の中身が見れていますけれども、傍聴用資料は白抜きで出しているというものでございま

す。 

 したがって、この赤枠の中をこの公開の場で議論、基本的にはできないものというふう

にお考えください。見ていただくのは結構なんですけれども、詳細をここで議論はすべき

ではないものというか、不開示情報でございます。 

 もし今回のように、これは全部1次スクリーニングアウトしているものですので、この

内容をあまり詳しく議論する必要はないと思っておりますので、したがってその資料は見

ていただきますけれども会議は公開というふうにできると思っておりますが、もしこの赤

枠の中の情報を詳しく突っ込んでみんなで議論する必要があるというふうになれば、その

ときは非公開の会合を開くことになるのであろうというふうに想定しております。 

 今日の時点では、これをあまり議論する必要はないと思いますので、このような形で資

料はつくっております。 

 次に行きます。 

 次に、その次の資料、2次スクリーニングの検討状況ということでございます。こちら

も前回から変更はございませんので、特段の御説明はいたしません。 

 次に、要対応技術情報リストの資料を御覧ください。これは項目は追加をされておりま

せんけれども、中身が若干更新をされておりますので、若干御紹介をいたします。 

 まず、1点目の蒸気ボイドの件ですけれども、ワーキンググループを一度、事業者と行

いまして、事業者の対応のオプションが三つぐらいあるというところまでは、前回、聞き

取っております。 

 その後、もう少しそれぞれの事業者の対策を、どういうスケジュール感でやっていくの

かというのを聞き取ったほうがいいのではないかということで中で議論しまして、もう一



 

6 

度、ワーキンググループ、意見交換会をしたいと思っております。これを6月下旬、ある

いは7月上旬辺りで開催する方向で今、調整をしているところであります。それが終わっ

てから規制委員会に報告をしたいと思っております。 

 続いて2点目、回路の故障が2次火災、損傷を誘発させる可能性というもので、こちらは

米国の状況を調査するということでここに載っておりますけれども、今回、若干、線を引

いて新しくなっている情報がございますので、こちらは基盤グループのほうから御説明を

お願いします。 

○永瀬安全技術管理官 システム安全の永瀬でございます。 

 今、御紹介にありました、回路の故障が2次火災又は設備の損傷を誘発させる可能性、

これに関連します調査の進捗について説明をいたします。 

 これにつきましては、対応状況に書かれておりますように、我が国では系統分離の徹底

を求めているために、火災影響により炉停止機能及び崩壊熱除去機能の喪失の可能性は非

常に低いと思われる。 

 したがいまして、基準に今回の知見を、基本的に基準を考え直すという必要性はないと

いうことが考えられますけれども、さらなる高度なレベルで火災による回路故障の影響を

確認するために行われております回路解析の米国におけます実施状況について調査をして

おります。 

 平成28年度～29年度におきまして、少しずつ米国におけます回路解析の進捗を調査して

おります。がらっと変わることはないんですけども、少しずつその回路解析の開発状況が

進んでいるというのがざっとした説明でございます。 

 平成29年度につきましては、(1)にありますように、火災時安全停止に関する回路解析

については、安全停止機器及び安全停止ケーブルを抽出する具体的な方法を調査しました。

その結果、機器の運転に必要な回路に加え、誤作動を引き起こす可能性のある回路の特定

が重要であり、米国で重要視されておりますMSOシナリオ特定が必要であることを確認し

たということです。 

 MSOシナリオでございますけども、Multiple Spurious Operationといって、多重の間違

いの誤動作といいますか、それに関しまして米国において検討が行われているということ

でございます。また、回路解析実務担当者である火災防護エンジニアリングの資格要件に

ついても実情を把握しました。 

 それから、(2)NRCの火災防護審査検査の実務担当者に関する業務研修の内容、マニュア
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ル等を調査して、報告書等について情報を集めております。 

 (3)におきましては、その報告書の中身です。 

 以上のように回路解析手法というのは年々高度化されていっておりますので、調査とい

たしましては30年度以降も続けていくということで考えております。 

 以上です。 

○田口企画官 ありがとうございます。 

 では、これまでちょっと通しでずっと説明してまいりましたけど、これまで全体を通じ

て、今の御説明も含めてですね、御質問等ありましたらお願いします。 

○櫻田原子力規制技監 規制技監の櫻田です。 

 今、永瀬管理官から説明があった件、コメントというわけじゃないんですけども、一応、

確認のためなんですが。ここにお集まりの方はよく御存じだと思っているのですけれども、

念のためなんですけど。我が国の規制ではこうこう、こうですという話が今回追加されて

いて、私自身はこういう記述は、この件をどういう視点で今扱おうとしているのかという

ところを明確にするために、とてもいい追記がなされたなというふうに思っています。 

 というのは、アメリカと日本の火災防護関係の要求事項にはやっぱり違いがあって、

US-NRCの規制の中では、性能要求というか、火災影響評価を前提にしたような規制が行わ

れていて、その中で回路解析というのが大事なウエートを占めるという、そういうような

位置づけにあるわけですけれども。 

 一方、日本では、回路解析を行わないと規制をしないという、そういうアプローチはと

っていなくて、やや暫定的な扱いなのかもしれませんけれども、今の火災防護基準の中で

は、ある種の仕様規定的なものを導入しているということになっていて、そういう意味で、

その火災対策に対する要求事項の違いがあるので回路解析の扱いも当然、違っていると。 

 ただ、私どもの意識としては、アメリカのその扱い方、取組についてもちゃんとウオッ

チをして、将来的にアメリカ的な規制を導入するということになっていくかもしれないし、

そのときには遅れないようにということで、ちゃんと調査をし続けていきましょうと、こ

ういう認識だというふうに思っているということを、今この場で申し上げたかったという

ことで発言しましたけれども、特に異論がないということでよろしいですよね。 

○田口企画官 ほかに、何かございますか。 

 お願いいたします。 

○山形緊急事態対策監 対策監の山形ですけれども。 



 

8 

 ちょっと資料が非開示情報を含む、資料32-2-1の②のほうなんですけど、これは赤枠が

ないところはいいんですよね。 

○田口企画官 はい。そういうことです。 

○山形緊急事態対策監 外に見えているということですね。そうすると、この2/21ページ

の件なんですけど、セキュリティ関係のものなんですけど、これというのはどういうスク

リーニングをやったか教えていただきたいのですが。このメンバーの中にはPP(Physical 

Protection)室って入っていないんですけど、これのスクリーニングというのは具体的に

どうされたんですか。 

○片岡専門職 規制企画課の片岡です。 

 このスクリーニングはRISという、Regulatory Issue Summaryかな、アメリカの公開資

料を使って分析しております。したがって、公開資料ですので自由に分析していいと……、

これは基本的に企画課でやっております。 

○田口企画官 したがって、PP室の目は通っていないということです。 

○山形緊急事態対策監 そこがちょっと心配だったので、それでいいんでしょうかという

ことで。 

○片岡専門職 一応、念のために、この件についてはPP室に、この件をスクリーニングし

てこのスクリーニングシートを出してもよろしいですかということは尋ねております。そ

うしたら、この情報は公開情報ですので問題ありませんという答えはいただいています。 

 これは、ちょっと事務的な連絡の情報ですので、技術的なとか、PP情報ではなくて、事

務書類上の書き方の問題の指摘ですので問題ないと考えております。 

○山形緊急事態対策監 すみません、対策監の山形ですけど。 

 すみません、ちょっと問題の聞き方が悪かったと思うんですけど、要はアメリカではこ

ういうことをちゃんとやっているんだけれども、それを、書類の書き方とかそういうもの

で注意が出ているということではなくて、アメリカはフォース・オン・フォースで検査と

いうのはありますというのはわかったわけですよね。それに対して日本も同等のことをや

っているとか、国情の観点で関係ないというような中身を担当部局に確認したかどうかと

いう、そういうことなんです。 

○片岡専門職 ごめんなさい。質問わかりました。 

 その中身については確認しておりません。といいますのは、この文章の連絡はあくまで

も事務的な連絡ですので、我々はその事務的な連絡についてのみ分析しております。 
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○田口企画官 改めて、少し検討します。PP室の目を入れたほうがいいかどうか、もう一

度、中身をよく思い出して、少なくとも対策監には御説明できるようにしたいと思います。

お願いします。 

○櫻田原子力規制技監 規制技監の櫻田です。 

 発言者は名乗りましょうね。 

 それで、今の山形対策監の御指摘のところについては、まさに処理結果の最後のところ

に書いてあるんですけど、「具体内容はPPに関わるので、ここでの検討は不要である」と

いうふうに書いてあるのは、私なりには、PPに関することなので、この技術情報検討会の

枠の外でこの情報を取り入れるべきなのか、取り入れて、今の核物質防護関係の規制に反

映すべきなのかどうかということについては、ここでは扱わないというふうに言っている

ように聞こえるんですけども。まあ、その整理はそれはそれであるかなというふうには思

います。 

 ただ、こういう情報があるということは、核物質防護関係のそこのセクションと共有す

るということは必要だと思うので、それはぜひ、お願いしたいと思います。 

○片岡専門職 はい。わかりました。 

○田口企画官 ほか、ございますでしょうか。 

 では、次に行きたいと思います。 

 次は資料32-2-4。これはトピックスということで、今回、御紹介をいたします。トピッ

クスというふうにしている意味は、まだ正式に、これはフランスで発生した事象なんです

けれども、IRSのレポートがまだ来ておりませんので、今後、詳細なものが来たらしっか

りスクリーニングをするということで。ただ、そうは言っても実はいろんなところからか

なりの情報は集まっているというものです。 

 これは資料が、絵を先に見ていただいたほうがいいので、ページでいうと6ページ、7ペ

ージ辺りをちょっと御覧ください、実はこの6ページ以降はですね、事業者から事務的ヒ

アリングで国内の事業者から入手した資料でございます。 

 6ページのところに、そもそもサーマルスリーブとは何かという図が描いてあります。 

 下の図の右のところを見ていただくと、制御棒駆動機構の管台と駆動軸のちょうどその

間に入っている筒状のもの、これをサーマルスリーブというふうに言っておりますけれど

も、これについて何が起きたかというと、次の7ページの図を御覧ください。 

 7ページの図で、左側が初期の状態、正しい状態であります。この赤い線で描いてある
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のがサーマルスリーブなんですけれども、これがですね、振動によって、右のほうを見て

いただくと、サーマルスリーブ側の下のほうがこの管台と当たっている。一番上のこの両

者が接触するところがですね、摩耗していくということが、こういう事象が確認をされて

います。それで、サーマルスリーブ側も摩耗するし、制御棒駆動機構のほうの管台側も摩

耗して、両方が摩耗するので、このサーマルスリーブがどんどん下にずれ落ちてしまうと、

こういう事象についてのお話であります。 

 それで、これ自体は2014年にアメリカでは認識をされていて、ウェスティングハウスは、

これがどれぐらいの期間で起きるか、どんどん摩耗するんですけど、そのスピードである

とかですね、それを点検・評価するためのガイドラインをどうつくったらいいかというの

は検討してガイドラインは公表しております。これは2014年にまずはそういうことが知ら

れていました。 

 今回、フランスで起きた事象をきっかけに、またこの話がウェスティングハウス社も検

討を再開しておりまして、フランスで起きた事象は2ページを御覧いただきたいんですけ

れども。このサーマルスリーブのさっきのところは摩耗して下に行くというのは同じなん

ですけれども、かなり思ったより速度が速くて、摩耗し切ってサーマルスリーブがすぽっ

と下に抜けてしまいましたということが起きているのと、それから、下に抜けるときに、

この2ページの真ん中、右、真ん中のところにありますけれども、摩耗していって、最後、

一番端っこの部品がぽろって取れて、真ん中に写真がありますけれども、こういう形で取

れて、それがルースパーツとして残ってしまったということであります。 

 したがって2014年のウェスティングハウスの知見からの追加情報としては、どうもスピ

ードが思っていたより早かったということと、それから、こういうルースパーツが出現し

てしまって、これが制御棒の駆動に悪さをするのではないかということがフランスのベル

ビルの、これは2017年の情報ですけども、それで明らかになったと。 

 なので、これを受けて米国のウェスティングハウスが、今度、1ページ目に行くんです

けれども、「Part21レポート」というレポートを公表したと。経緯としてはこういう流れ

になります。 

 このPart21レポートにおいて、こういう今回のフランスの事象も踏まえてですね、原因

であるとか、どのプラントに影響があるかとか、そういうことの分析をウェスティングハ

ウス社がしています。 

 この1、2、3ページとずっとあるのはこのPart21の内容の御紹介と、それから6ページか
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らは国内でどうなのかということの事業者の見解が示されています。 

 それで、ウェスティングハウス社のレポートを御覧いただくと、まず、この摩耗が起き

るのは、この2ページ目を御覧いただきますと、この圧力容器のこの上のほうの水流によ

ってサーマルスリーブが振動して、どうも摩耗が起きると。ただし、そのスピードは何十

回も運転をすることで徐々に摩耗が進んでいくというような評価をしています。 

 それで、この水流が強いプラントとそうでないプラントによって、摩耗のスピードが変

わってくるであろうというふうに分析をしています。 

 ちょっと、国内に次に飛びます。国内に飛びますと、8ページを御覧いただきたいと思

います。 

 まず、国内事業者の見解でありますが、このフランスとかアメリカのプラントと違って、

まずは国内のやつは振れ止め金具というのがリング式になっていて、米国のほうは3点で

支えるような振れ止め金具なんですけれども、日本のほうはリング式なので振れにくいで

すというふうに彼らは言っていると。 

 それから、この8ページの左の図の上のほうを見ていただくと、サーマルスリーブの上

のほう、この黄色いところが分厚くなっています。管台との接触部分がですね。右側の図

だと少し浮いていますけれども、左の国内のやつはサーマルスリーブの上のところが管台

との接触部分が分厚くなっていて、この点でも振動しにくいという、まず違いがあるとい

うふうに彼らは言っています。 

 その上で9ページを御覧いただくと、ここで先ほど申し上げたように、摩耗は水流によ

って変わってくると。これは「頂部バイパス流」というふうにここでは書いておりますけ

れども、頂部バイパス流とは何かというとですね、また、すみません、6ページを御覧い

ただきたいと思います。 

 6ページを御覧いただくと、左のところ青い矢印で描いております。これが、頂部バイ

パス流と言っているのはこの流れのことで、比較的新しいプラントは腐食なんかを防止す

るためにこの頂部に冷たい水が流れるような設計になっていると。 

 そのことによって材料の腐食なんかを、SCCなんかを防止するという観点で、そういう

設計になっているんですけれども、それによって、ただし、水流が激しくなって、振動が

大きくなって摩耗が進みやすいという面があるということであります。 

 したがって国内のプラント、9ページを御覧いただきますと、このプラントが並んでお

りまして、コラムの三つ目に頂部温度、このT-Coldというのが今の頂部バイパス流があっ
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て冷やす仕組みができている。できているからその振動が多いというプラントであります。

下のほうのT-Hotと書いてあるのはそうじゃないもの。 

 今回のサーマルスリーブの摩耗について言うと、このT-Coldのほうが起きやすくて、し

たがって新しいプラントのほうが起きやすいというふうな見解であります。 

 その10ページに、では、どれぐらい運転するとこの摩耗が起きていくのかということが、

見積もりが書いてありまして、表の一番上、海外のプラントで米国のプラントだと25年ぐ

らい運転したところでこれが起きてくると、起きてくるというか、進んでくると。 

 フランスのほうは17年なのにこれが進んで、随分早かったなというふうに今回みんな思

っているわけですけれども。断定はできませんけれども、負荷追従運転なんかをしている

ことが効いているのではないかというようなことも事業者は言っています。ここはフラン

スからのレポートを待ちたいと思います。 

 国内について言うと、ここに書いてある数字を御覧いただくと、この米国やフランスの

ブランドに比べて、随分まだ運転年数が少ないということ。それから、このVHRというの

はこの上ぶたの取り換え工事でありまして、これをやっているので、したがって、まだ取

り換えてからその後はあまり運転がされていないということで、まだこういう摩耗が起き

るような段階ではありませんというのが事業者の言っていることです。 

 ただし、この一番上の標準型4ループの辺りが比較的、運転年数が長いので、この長そ

うなやつを目視点検をした結果もついております。それの写真が一番最後、13ページです

けれども、写真が四つついておりまして。これは一番中心の制御棒の、圧力容器の内側の

下側から上を眺めたところです。 

 サーマルスリーブの一番下のほうはラッパみたいになっているんですけれども、そのラ

ッパのところを下から眺めた図がこの四つの図でありまして。サーマルスリーブがずれ落

ちていれば、それが確認できるはずと。ただ、この写真では少しわかりにくいですけど、

いずれもずれ落ちは起きていないということでありました。ただ、事業者も、点検方法に

ついてはよく検討していくという立場でありました、このフランスの事象なんかも踏まえ

ましてですね。 

 ということで、まだ現時点で何か規制が対応しなければいけない感じはしておりません

けれども、トピックスとして御紹介をいたします。 

 こちらについて何かありましたらお願いします。 

 山中委員、お願いします。 
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○山中原子力規制委員 山中です。 

 摩耗による損耗の話があったわけですけど、サーマルスリーブとその外側の材質、一般

的にどんな材料が使われていて、プラントあるいは海外プラント、国内プラントで材質に

微妙な差があるのかどうかという、その辺り、もしわかっておれば教えていただけますか。 

○片岡専門職 規制企画課、片岡です。 

 材質は、両方ともオーステナイトNS鋼です。フランスは若干違うかもしれませんが、そ

この非常に微妙なところの情報はまだわかっていません。 

○山中原子力規制委員 材質による差というのは、あまりないというふうに考えてよろし

いですか。 

○片岡専門職 はい。そう考えております。 

○田口企画官 ほかに、何かございますでしょうか。 

 特にないようでしたら、次の議題に移りたいと思います。 

 もし、後からでも結構ですので、ありましたら御指摘いただければと思います。 

 では次が、32-3-1。今度は技術基盤グループの資料でございます。かつてこの技術情報

検討会で宿題になったことについての回答が作成されたものでございます。御説明は基盤

グループのほうからお願いします。 

○深沢企画官 シビアアクシデント研究部門の深沢です。 

 それでは、資料32-3-1のPWRアニュラスにおける水素爆発防止に係る海外動向調査結果

について説明いたします。 

 まず背景は、今ちょっと御説明もありましたけれども、昨年度の技術情報検討会にて、

「PWRのアニュラスにおける水素爆発防止対策の有効性評価」というタイトルの報告で、

アニュラス部に7日間、漏えいが継続した場合でも、水素濃度は燃焼領域4％を十分下回る

という確認の報告がされました。 

 この中の議論において海外はどうなのかということになりまして、それで我々が調査す

ることになったわけです。それで、近年の動向として米国とドイツについて資料がありま

したので、それについてまとめました。 

 調査の結果ですが、まず、米国においては1F事故対応、短期タスクフォース勧告という

中で水素対策を検討しろということがなされていたわけですが、その結果が出まして、結

論としては、1F事故以降の追加の水素対策は不要と、要は規制でこれ以上やることはない

という結論に達しております。 
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 あと、ドイツに関しては日本と同様の解析がGRSにおいて行われておりまして、事故後4

日間、アニュラス部の水素濃度が4％を下回るというような結果がなされております。こ

ういった解析を受けて、ドイツの原子炉安全委員会RSKは、アニュラスの雰囲気再循環だ

とか、換気制御系の措置の緩和的緊急時対応策の一環として考慮するということを、ここ

では勧告なのですが、したということがわかりました。 

 以上2点なのですけれども、米国は特に対策はなされていませんが、ドイツにおいては

アニュラス部に対して日本と同様の解析も行われて、対策としても換気対策が行われるで

あろうということがわかりました。 

 2ページ以降は米国及びドイツにおける検討結果の内容を少し詳しく書いたものですけ

れども、簡単に説明しますと、まず2ページ目、米国ですが、先ほど言いましたように、

短期タスクフォースで検討を行って、そのうちの勧告の6という中で格納容器及び建屋に

おける水素制御と緩和というのが課題になっております。その中でNRCは対応してきたわ

けですが、2016年にSECYを出して、追加の対策は不要という結果を出しております。 

 下に、(a)として大型ドライ型PWRについての内容が少し書いてありますが、それだけ説

明しますと、基本的にはTMIの後の水素に対する検討が行われて、そこにおいて、もう水

素対策は十分という結果になっております。要はイグナイタ等の設置も、格納容器内にも

不要だという結果になっております。 

 近年の解析に関しては、SOARCAという解析が行われておりまして、それも参考にしてお

ります。その中では長期全交流電源喪失のようなシナリオでも水素の燃焼は起きにくいと

いうような結果がありまして。また、同じくSOARCAの中で建屋へ水素が移行するようなシ

ナリオもちょっと検討されているんですが、そのISLOCAというシナリオになるんですが、

ISLOCAによって炉心損傷に至る発生頻度というのは非常に小さいということから、米国で

は追加の対策が必要ないという結果になっております。 

 あと、3ページがドイツです。ドイツでは2015年にRSKの勧告が出されております。 

 これは、もともとやはり1F事故対応で、ストレステストの結果から格納容器外への水素

の漏えいについてもアクションをするべきだという勧告がなされていたわけですが、それ

を受けてのものです。 

 次の(a)のPWRについて説明しますと、まず、GRSの解析ですが、SA時に発生する水素が

やはり我々と同様に、設計漏えい率で漏えいして格納容器内に漏えいするとした場合には、

何らかの対策がとられなければ、4日間までは大丈夫です。5日以降では燃焼の可能性が除



 

15 

外できないという結果になっております。また、アニュラス部の雰囲気では成層化なども

懸念されるという結果になっております。 

 この解析結果を受けて、RSKはアニュラスの雰囲気の成層化及び濃度を低下させるため

に換気制御を確立することを推奨するという勧告がなされたという結果であります。 

 以上です。 

○田口企画官 ありがとうございました。 

 御質問等ありましたら、お願いします。 

○山中原子力規制委員 山中です。 

 ドイツは日本と同じような考え方で、今後、対策されるという。 

○深沢企画官 そうですね。調べた限りでは、まだ勧告が出されたところで、多分、今か

らだと思うんですけど、多分、同じような換気による対策がなされるんだと考えておりま

す。 

○田口企画官 ほか、よろしいでしょうか。 

 では、次に行きたいと思います。次の資料は、最新知見のスクリーニング状況というこ

とで、基盤課長からお願いします。 

○辻原技術基盤課長 技術基盤課長の辻原です。 

 資料の32-3-2を御覧いただきたいと思います。今回、2件ございます。 

 1件目は、上の段にございますけども、再処理施設の重大事故である水素爆発の影響評

価についてということで、こちらのほうは日本原子力学会2018年「春の年会」において、

事業者から再処理施設における重大事故である水素爆発の影響評価に関する発表があった

ものです。中身については情報の概要のところにございますけれども、二つ実験をやった

という報告がありました。 

 この取得した情報につきましては、現在行われている新規制基準の適合性審査に直接影

響を与えるものではないということで、とりあえず終了案件としたいと思います。ただし、

取得した情報については、将来的に行われる安全性向上評価に活用できるということに留

意をしておきたいということでございます。 

 2件目が、再処理施設蒸管のレッドオイル爆発における有機溶媒温度についてというこ

とです。こちらのほうは、フランスのISNよりOECD/NEAの国際ワークショップにおいて発

表があったということでございます。 

 情報につきましては不十分なところがあるということで、今回は終了案件ということに
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したいと思いますが、引き続き、情報収集に努め、詳細な追加情報を入手した際に改めて

スクリーニングにかけたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○田口企画官 何かございますでしょうか。 

 よろしければ、次に行きたいと思います。 

 次が審査経験から得られる知見についてということで、前回、審査経験を事務的にスク

リーニングした表を御紹介しましたけれども、それの追加が2件入っております。 

 資料32-4の表を御覧いただきますと、前回、13件御説明して、これは委員会にも御紹介

しましたが、新しいのが2件ついております。 

 それで、1件目、新14というものですけれども、これは使用済燃料プールの規制のとこ

ろでですね、少し条文上、実際に審査では確認しているんですけども、条文上、必ずしも

要求が明確になっていないものとして、重量物を運んで、それが落下したときに使用済燃

料貯蔵槽内の燃料体を破損させない、こういう対策が必要で、それがちゃんとできている

かというのは審査で見ていると。 

 規則上は、重量物が落下して貯蔵槽を破損させないかどうかというのは、これは規則に

書いてあるんですけども、その燃料体に当たって燃料体が壊れないかというのは規則に書

いていなくて、ただ、審査ではそれも心配をして、実際には重量物が燃料体を上を通らな

いというようなことを審査で確認をしておりますので、それを基準にしっかり明記したほ

うがよいのではないかというものがこの新14番であります。 

 それから新15番については、これは今、外部電源の基準で2回線を独立して設置してく

ださいというのが今の基準に書いてありますけれども、審査の中では、その外電の2回線

が乗っている鉄塔の片方が仮に倒れたときに、もう片方に悪影響しないですよね、十分な

距離がとられていますね、ということを審査では実態的に見ているので、基準上はそのこ

とは必ずしも書いていないので、解釈においてそういうことも明確にしてはどうかという

のがこの新15の意見でございます。 

 その次のページ、前回、小野管理官から御指摘があって、当面、評価を要しないとした

ものもしっかり書いておいてほしいということだったので、過去のスクリーニングで当面

は必要ないだろうと思われるものはこの8件でございますけれども、こちらも表で書いて

おります。 

 この全体像について御質問等ありましたらお願いします。 
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○櫻田原子力規制技監 規制技監の櫻田です。 

 新しく追加された14番、15番についてなんですけど、これは検討すべきということの中

身は、規制要求として追加すべきと考えるんだけどという、そういう前提の話だと思うん

ですね。 

 それで、要求にするということの意味なんですけども、それは、まあ、釈迦に説法です

けど、これが満たされていないものは許可しませんよという、そういうことであると同時

に、要求事項が満たされていない状況がわかったら、基準不適合なので改善をしてくださ

いと、それまではちょっと使用しないでくださいねみたいな話が出てくるかもしれない、

そういう内容ですよね。 

 それで、そういう要求にするということと似ているんですけど、若干違うなと思うもの

があって、それは、このくらいのことだったらできるんじゃないのと、できるんだったら

やってという、そういうくらいのお話。これは要求にはしないけど、事業者の対応として

できる限りやってほしいなという意思表示をするとかという話なのかもしれませんけれど

も。 

 ちょっと似ているんだけど、要求にするというところまで必要はないかもしれないけど、

でも、できることはやってね、みたいなこともあるような気がしています。これは私の意

見ですけれども。 

 この二つの話というのは、そのどっちに該当するのだろうかということのような気がし

ていまして、そこはちょっと整理を、検討の中でですね、しっかりやっていただきたいと

いうふうに思うんです。 

 特に14番について言うと、現行のその規制要求では、貯蔵槽を破損させないと、そうい

う損傷させないということで。これは貯蔵槽が持っているバウンダリ機能というか、それ

をちゃんと維持してくださいと、そういう話で、ここで言っているのは貯蔵槽でなくて、

その中にあるものですね。中にあるものを破損させないという話なので、若干そのバウン

ダリとは異なるところに着目しているということがあるので、何を目的に要求するんだと

いうところが頭を整理しなきゃいけないかなというふうに思います。 

 それから15番のほうは、これも、私も審査をしていたので、どういうところを審査会合

で議論したかというのはよく覚えているんですけれども、確かに鉄塔が近接しているとき

に、片方が倒れてもう片方が倒れたら、倒すことになってしまったら、あるいは、鉄塔は

倒れないかもしれないけど、電線をひっかけて断線させちゃったりすることになったら共



 

18 

倒れになっちゃうよね、そういうことない、ということを聞いていた記憶があるんですけ

れども。 

 これ、多分、保安電源設備の回線の独立性という話だと思うんですけど、それをどこま

で厳密に求めるのかというところは、若干、試案のしどころがあるんじゃないかなという

感じを私自身は持ってます。 

 結局、最終的にその開閉所に近づいてくると、開閉所は1カ所にあるので近接してきま

すよね。それから、敷地の中に入ってきてからという話もあるかもしれませんけれども、

敷地の外であってもそういう状況になりかねないし。敷地の外といいますか、外部電源の

話だと思うので、鉄塔の管理者と申請者が同一であるとは限らないという問題とか、現在

の要求では、回線の独立性というのを最初につながる開閉所なり変電所なりが同じところ

にないようにしてねという、そういう要求をしているということである種担保しようとし

ているんですけれども。 

 一つ一つの線、線といいますか、鉄塔とかですね、線の配置とかということまで見始め

ると、若干どこまで見ていけばいいんでしょうかと。片方が倒れて、もう片方を倒さない

という配置なんだけど、でも、実は同じ山体の同じ斜面に乗っていて、その山体が地震で

崩れたら共倒れになっちゃうということはないのかとかですね、というところまで何か気

にし始めると切りがないというところもありそうな気がしていてですね。 

 この要求をするということがどういう意味合いを持つのか、それから、これは受けるほ

うですね、開閉所のほうの回線の独立性というか、共通で倒れないようにするということ

が一体どのレベルで要求されているのかというところとの整合性とかということもあると

思うので、そこはしっかり検討してもらう必要があるかなというふうに思っています。 

○田口企画官 今の御指摘は、これはあくまで今後、担当課が詳細に詰めていくわけです

けれども、その過程でよくそういったことを詰めて、もしかしたら、これはやはり基準に

しないとかいう判断をすることも含めて、よく考えろというコメントと理解すればよろし

いでしょうか。 

○櫻田原子力規制技監 はい。ショートアンサーはイエスです。 

 そのほかの、そもそもこの資料に乗っかってきているやつというのは、そういう懸念が、

懸念というか、検討の必要なものがあまりないようなものがリストアップされていたよう

な気がしていて、そういう意味で、若干この二つはほかと若干違うのかなという感じがす

るんですけれども、いずれにしても検討したらいいと思うので、そのときには注意してく
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ださいという、そういうコメントです。 

○田口企画官 はい。承知しました。 

 ほかにございますでしょうか。 

○山形緊急事態対策監 すみません。対策監の山形ですけど。 

 この2ページ目のほうなんですけどね、事前整理の結果、当面、見直しを必要としない

と評価した事項のところの5番なんですけれども。これは、今の審査プラクティスで引き

継ぐからいいんですよということが書かれているんですけれども、ここはちょっと今の審

査プラクティスというか、基準そのものはあれでしょう、若干見直したほうがいいと思っ

ていて、そもそも重大事故等対処施設というのもいろいろあってですね、常設のものと可

搬のものがあって、可搬のものが例えば原子炉建屋から200m離れた位置に置いてあるもの

に対して火災が起こったって、まあ、本体に何の影響もないわけなんですけど。そういう

ものに対して、厳しい原子炉施設としての火災防護対策が必要なのかというのを常々疑問

に思っていて。 

 それは一般の消防法の適用は当然。受けないといけないですけれども、可搬型設備なの

で、じゃあ、火災対策としては、確実に消化しますという方法をとるのか、それとも、ま

た違うところにもう1台置いておきますという方法をとるのかというのは事業者の裁量の

範囲だと思っているので。ここはちょっと真面目に検討していただければということで、

当面要しないんじゃなくて、検討していただきたいなと思っているんですけども。 

○田口企画官 コメントありがとうございます。この要しないものには、本来、これも反

映したほうが、かなり整合性はとれるとか、すっきりするねというようなものであっても、

それに要するコストと実際に得られる審査上の問題なんかも考えたときに、少し後回しで

もいいようなものは、実はこっちに行っているものがございます、ほかのものも含めてで

すね。 

 その上で、ここの問題意識は、これは重大事故対処施設を防護する火災防護設備という

のが、それが設計基準対象施設でも重大事故対象施設にも該当しなくなるみたいな、ちょ

っと条文上どのカテゴリーになるのかみたいな、そういう問題意識から実はなされている

提案でして。 

 これ、実用炉部門で何か追加的な御説明はございますか。 

○小野安全規制管理官 実用炉審査部門の小野ですけども。 

 ここはSA設備を防護する設備の位置づけというのが明確になっていないというところが
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起点だったというふうに思っていますので。それで、今、対策監がおっしゃるように検討

するということであれば、少しこれについて位置づけをもう一度議論してもいいかなとは

思っております。 

 以上です。 

○山形緊急事態対策監 対策監の山形ですけど。 

 皆さんの問題意識とちょっと違う問題意識かもしれませんけれども、この重大事故等対

処施設の火災防護設備というのが、どちらかというと多分、近くにある常設、建屋内にあ

るポンプというイメージで火災防護対策がかけられているんですけど、こういう定義をし

てしまうと、300m、400m離していても同じ規制がかかっているんで、ちょっと不合理じゃ

ないと思っていてですね、そういう観点を含めて検討していただければと思います。 

○田口企画官 多分、今、対策監がおっしゃったコメントは、我々がもともと事務的に提

案していたコメントと若干角度が違うかもしれないので、今の発言を踏まえて、ちょっと

もう一回これについてはよく考えたいと思います。 

○櫻田原子力規制技監 規制技監の櫻田です。 

 今の話は、対策監の指摘というのは、この資料には表れていなかった問題意識があって、

その問題意識から解き起こすと違う案件が出てきて、それはこのリストにはまだ載ってい

ないんだよねと、そういうことと理解すればいいですか。 

○田口企画官 私はそう理解をして、したがって後でもう一度対策監によく聞こうと思い

ますけれども、そこも含めてちょっとクラリファイしたいと思います。 

○櫻田原子力規制技監 そうですよということだったら、この場で山形さんが、そうです

よと言っていただいて、じゃあ、またちょっとリストをもう少し追加しましょうかとか、

そういう話になるんじゃないかと思ったんですけど。 

○山形緊急事態対策監 対策監の山形ですけど。 

 皆さんと違う、これを読むだけだったら火災防護施設の位置づけというのが、私は常設

と可搬で違うと思っているので、ちゃんと検討してくださいという趣旨なんですけど、そ

もそものあれが違うんだったら違うのかもしれないので。別に一緒の番号にするか別の番

号にするのか、お任せします。 

 それで、今、ふと気がついたんですけど……、ですから、この場で私が新たにコメント

したという位置づけで結構です。 

○田口企画官 ありがとうございます。 
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 ほかにございますでしょうか。 

 では、次の議題に移ります。 

 32-5-1、こちらはこの会議の場とか委員会の場で提起はされているけれども、まだ少し

スクリーニングするには早い、調査がもう少し必要なものということを忘れないように、

備忘メモ的にリストにして載っけているものであります。 

 それで、線が引いてあるのは、今の調査の状況でありまして、2点目はデジタルI&Cの規

制動向の調査。こちらは、この後資料がありますので、そちらで御説明をいたします。 

 3点目は警報の位置付け。これは規制委員会で委員長から指示がございましたけれども、

事業者と2度だったか面談をしますのと、それから、規制企画課のほうで人材センターの

プラントシミュレーターの教官と話をしたり、あるいは幾つか実際のシナリオをつくって

みて、そのシナリオで警報がないとどんな対応になるのかというのをちょっと幾つかやっ

てみたりしながら、議論できるような資料を今つくっている段階であります。 

 この資料についての御説明は以上です。 

 何かこれについてございますでしょうか。 

 では、次に行きたいと思います。 

 次が、デジタル保護系に関する資料が三つございますけれども、①②③とありますが、

先に③を御覧いただけますでしょうか。 

 ①②の資料を読む上で、ちょっと全体図を頭に入れておいていただいたほうがいいとい

うことで、③を企画課のほうでつくっております。 

 これは、デジタル安全保護系に絞って、かつ共通要因故障に対する対応ということで、

日本とアメリカなどがどうなっているかということの現状を単にまとめたものであります。 

 一番左が国内の規制要求でありまして、技術基準規則の解釈の中で、JEAC、JEAGをエン

ドースをしていて、しっかりソフトウェアの検証をしなさいとか、そういうことがいろい

ろ書かれております。 

 それらが、一番下の黒ポツがポイントなんですけれども、そういったいろんな検証によ

ってデジタル計算機の健全性を実証できない場合は、原理の異なる手段を別途用意しなさ

いと。これは日本の形であります。したがって、十分な信頼性をまず確保する努力をしな

さいというのがあって、確保できない場合は別途原理の異なる手段を用意しなさいという

のが日本の状況であります。 

 規制はそうなっていて、事業者の国内の対応状況は次の一つ右のやつですけれども、
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V&V（Verification & Validation）などを実施をして、十分、共通要因故障のリスクが低

減されていると。したがって、原理の異なる手段を用意する必要はないというふうにまず

結論づけた上で、自主的な対応として、原理の異なるハードワイヤード設備が一部整備を

されていると。こういう見解を規制当局も審査で認めているというのが国内の状況であり

ます。 

 これに対して米国のほうは、規則みたいなもの、それから SRPとあるのは Standard 

Review Planのことですけれども、そういうもので細かく、かつ民間のIEEEをエンドース

していたりとか、こういう構図は日本と似ているんですけれども。後で御説明あると思い

ますけれども、この原理の異なる手段を別途用意するというのが、アメリカは少なくとも

現状、実態を見ると、比較的それを用意することが規制から実態として求められているか

のように運用がされているといいますか、日本のほうはソフトウェアの健全性が確認でき

ない場合には用意しなさいということなんですけども、米国は比較的、ソフトウェアの健

全性が恐らく検証できないだろうから、別途原理の異なるものを用意しなさいということ

に近い規制になっているというふうに捉えております。 

 それで、細かく文章を読んでいくと、構造上、こういう場合には共通要因故障は考えな

くてもよいというふうに明確に書いてあるのが二つございまして、一つは、デジタルの安

全保護系を一つのデジタルの方式で2回線持って、なおかつ、それとは異なるデジタルの、

それとは多様性を持ったデジタルの方式のものがさらに2回線あるような場合にはオーケ

ーと書いてあるのと、それからもう一つは、100％ソフトウェアの健全性が完璧に検証で

きていれば、共通要因故障は考えなくてよいという、実はその二つの記載はあって、それ

が担保できない場合は、逆に言うと共通要因故障はあるものと考えて、多様性の設備をつ

けなさいとなっています。 

 ただ、100％の検証をソフトウェアについてすることは実態上、不可能なので、結局、

多様性設備をつけなければならないようになっているというふうに理解しています。後で

ちょっと基盤グループから細かい補足があるかもしれませんけれども。 

 ところが、その100％の検証なんかは無理だという意見もあったりするので、その辺の

ところをもう少し合否の判断基準なんかも明確にできるのではないかということで、産業

界、それからNRCにおいて、見直しが今、行われている最中でありまして、それが一、二

年するとできてくるというのが米国の状況だというふうに考えております。 

 こういう全体的背景のもとで、今回、最初の二つの資料ですけれども、1点目が国内の
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状況、それから2点目が海外の状況ということで、それぞれ規制部と基盤グループから説

明をいただきたいと思います。 

 まず、35-2-①について、規制部からお願いします。 

○小野安全規制管理官 実用炉審査部門の小野です。 

 ①の資料を御覧いただきたいと思います。 

 今回、国内の実態調査ということで、電気事業者、それからメーカーに対してヒアリン

グを実施してございます。 

 対象としたプラントとしては、高浜1・2ということで、これはデジタルに今変更すると

いうことで、工事を進めているところ。 

 それから、泊の3号機。これは、建設当初からデジタルを使っていると。 

 BWRについては、柏崎の6・7、ABWRですので、当初からデジタルであります。 

 それから、浜岡4号機ということで、安全保護系にデジタルは導入していませんが、そ

れ以外の設備でデジタルをどういうふうに導入しているかということを参考的に見るため

に、これを選定して調査をしたということでございます。 

 調査結果は5ページ、6ページにまとめてございますが、ここの①～⑥で要点をまとめて

ございますので、こちら1ページの資料で御説明したいと思います。 

 まず、安全保護系のデジタル化の考え方ですけども、デジタル化を適用している範囲と

いうのは原子炉停止系、それから工学的安全施設の設定値比較部、それから論理回路部と

いうことで、3ページを御覧いただきますと、左側に検出器が書いてございますが、検出

器からその先、右側が多重伝送装置、それから論理回路まで進むまでの範囲が、これがデ

ジタルを適用する範囲ということでございます。多重伝送装置から安全保護系と書かれて

いるところまではデジタル化という範囲でございますと。 

 それであと、原子炉停止系に関します制御棒の動作回路については、応答時間を短くす

るという観点から、デジタル化せずにアナログ化ということで対応しているということで

ございます。 

 それからあと、補機冷却系などの関連系の制御回路は概ねデジタル化されているという

ことでございますが、一方、非常用ディーゼル発電機の起動制御というのはアナログでや

ると。 

 これは母線電圧で自動起動をかけるというシンプルなものですので、デジタル化は必要

ないということのようでございます。 
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 それから、②ということで、MS-1、2以外の制御回路にもデジタル制御回路というのは

採用されているということでございます。これらについては、概ね多重化されているとい

うことでございます。 

 じゃあ、どういったものに適用されているかというと、タービン系とか放射線モニタな

どあります。 

 あと、ABWRの再循環流量制御というのはデジタル化されてございますが、これは3重化

されているということでございます。 

 それから、③のところでございますが、共通要因故障に対しての多様性の考慮というこ

とでございますが、まず、多重化されたデジタル制御系に多様性は導入していないという

ことでございます。安全保護系の一部の機能、これは停止、あるいは格納容器隔離、高圧

注水機能、それに必要な監視系、これに対してはハードワイヤードによるバックアップ設

備が導入されているというのが実態でございます。 

 PWRでは、ハードワイヤードの制御回路と中央制御室からの手動操作。それから、BWRで

は中央制御室からの手動操作ということでやりますと。ただし、停止系は安全系として設

置がされているということでございます。 

 あと、ハードワイヤードのバックアップ設備というのは、常用系統（ノンクラス）扱い

になっていますけど、耐震はCクラスということでございますが、基準地震動に対して機

能維持できる設計としているということでございます。 

 それからあと、ATWS緩和設備として設置した設備というのは、重大事故等対処設備とし

て設計されてございますので、これらについてはSs機能維持ということでございます。 

 それから、④ということで、JEAC、JEAGに対する設計上の考慮ということでございます

が、定周期処理、それからシングルタスク構成、割り込み処理なしのシンプルなソフトウ

ェア構成ということにするとともに、可視化言語を適用することによって、第三者により

ます検証を容易にするということで対処しているということでございます。 

 それから、⑤で、V&Vの具体的なチェック方法でございますが、メーカーでは設計者じ

ゃない第三者が図面等の図書塗りつぶしチェックをするということで、上位仕様と下位仕

様の整合性を確認しているということでございます。 

 次ページ、御覧いただきたいと思います。 

 事業者はどういうことをしているかということでございますが、メーカーの実施した確

認内容に問題がないかということを、メーカーが作成した報告書で確認をしているという
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ことでございます。 

 ⑥中央制御盤の入力システムにおける常用系と安全系の分離措置ということで、PWRの

一部のプラントにおきましては、操作性を向上させる観点から、常用系から安全系の操作

が可能な設計としているというものがありますが、常用系での故障が安全系に波及しない

ような機能的分離が図られているということでございます。 

 その他のプラントにおきましては、入力システムの常用系と安全系の共用化はしていな

いということでございます。 

 2.ということで、これは先ほど企画課から説明があった内容と同様かと思いますが、過

去のデジタル安全保護系に関するどういった検討がなされてきたかということを書いてご

ざいます。 

 旧組織の保安院におきましては、JEAC、JEAGのエンドースの際に、共通要因故障に対し

ての考え方を当時のWGで検討しているようでございましたので、その資料に基づきまして

確認をした内容を列記してございます。 

 この多重化されたデジタル安全保護系の健全性が実証されていれば、共通要因故障対策

として異なる原理の手段を手当する必要はないだろうと。 

 共通要因故障の発生確率がゼロであることを実証することは現実的ではないため、発生

要因が十分に分析されて、それを排除するための対策が有効であることを示せば、健全性

が実証されていると判断できると。 

 具体的には、プログラミングエラーを排除するための品質確保対策としてのソフトウェ

アの設計・制作の単純化、可視化言語の採用等による検証の容易化が図られていること、

V&Vを実施することで共通要因故障の発生は極めて低いとしておりました。 

 よって、国内プラントに採用されていますバックアップとしてのハードワイヤード設備

は自主設備としての扱いとなると。 

 なお書きで書いてございますが、健全性が実証できない場合の別手段を設ける範囲につ

いては、ソフトウェアの共通要因故障と事故、過渡との同時発生確率を評価する等によっ

て、各事象に対して必要な安全機能を選定して決定する必要があると。こういった整理が

当時なされたということでございます。 

 それから、3.その他の文献調査ということで整理してございますが、アナログ計測制御

系については、モニタリングとか制御機能に関して良好な実績を有するが、経年劣化によ

って機械的故障等というのがあるということでございます。 
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 あと、製造業化というのがどういう動向かというと、まずデジタルのほうに生産を移行

してきたということで、アナログ機器の生産量が不足してきたということで、予備品の入

手が困難な状況になってきたということでございます。 

 それからあと、デジタル機器は保守の簡便さと、大量のデータを処理する能力としての

メリットがあると。 

 一方、ソフトウェアの共通要因故障や使用実績の不足など、アナログにはない新たな信

頼性に関する課題というのがあるということでございます。 

 調査結果は以上でございます。 

○田口企画官 続いて、基盤グループのほうの資料もお願いします。 

○永瀬安全技術管理官 システム安全担当、永瀬です。 

 続きまして、②の資料を用いまして、基盤グループで調査した結果について、報告いた

します。 

 デジタル安全保護系の共通故障、いわゆるCCF（Common Cause Failure）対策設備に関

する調査結果としております。 

 システム安全におきましては、ここ数年、これに関連した情報を米国等において入手し

まして、今回、非常にざっくりした形でございますけども、規制における基本的な考え、

それから、事業者におけます対策の方針について、国内外を以下に比較しております。 

 一つ目、現状でございますけども、CCF対策は、その発生防止のためのソフトウェア健

全性確保策や多重化設計等と、発生した場合の影響緩和策（バックアップ設備の設置等）

からなり、これらに関する国内外の現状は下の表にまとめられます。 

 まず一つ目、発生防止策（健全性確保策）でございますけども、国内におきましては、

先ほど御紹介ありましたように、検証と妥当性確認、いわゆるV&Vを義務付けております。 

 これに対しまして、専用実行環境（シングルタスク/割り込み無し）による決定論的動

作を保証する検証性の高いS/W構造を事業者はとっております。 

 また、可視化言語。これはロジックスから自動的にソフトウェアを組み立てる、そうい

ったシステムでございますけども、こういったものを用いて上流図書でありますロジック

スとの一貫性を保証して、コーディング作業の排除をしております。 

 具体的には1980年代から主要制御系、それから1990年代には安全保護系へと段階的にデ

ジタルが採用されておりますけども、上に示しましたようなことをもとに、実績に基づい

て信頼性を国内では確保しております。 
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 一方、海外（主に米国）におきましても、規制の考え方は同じでございまして、検証と

妥当性確認を義務付けております。 

 これに対しまして、市販のOS、あるいは開発環境での可能な範囲でのS/W構造の簡素化、

あるいは可視化等の対策が実施されております。 

 それから、影響緩和策でございますけども、国内におきましては、規制基準として、健

全性が実証されない場合の追加対策を求めている。先ほど御紹介にあったとおりでござい

ます。 

 事業者は上記発生防止策、それから設計ベース施設内の多様化設計、いわゆるもともと

の安全系の中におきまして、多様化設計を行うことによって、追加の多様化設備が必要で

はないとしておりまして、それを自主設置のものと位置付けております。 

 海外におきましては、規制基準といたしまして、共通要因故障に対する脆弱性の評価と

対策を求めています。 

 これに対しまして、結果として事業者側の反応といたしましては、規制要件への対応と

しまして、DAS（Diverse Actuation System）という考え方を導入しております。 

 これは追加の多様化設備でございますけども、ページをめくっていただきまして、次の

ページに図を示しておりますけども、黒く示しておりますラインが設計ベースのラインで

ございまして、国内におきましては、この中で多様化を設けていると。 

 これに対しまして、米国等におきましては、右側の追加の多様化、いわゆるDASという

システムを設けまして、多様化をさせているという考え方となっております。 

 2.評価といたしまして、以上の比較をまとめておりますけども、国内外とも発生防止策

を施した上で、更に脆弱な部分について必要な対策をとるものとしており、基本的な考え

方については共通でございます。 

 我が国におきましては発生防止策であるソフトウェアの信頼性確保を重視しており、デ

ジタルの豊富かつ良好な適用実績からこの効果を確認でき、また事業者における多様化設

計も海外に比べ特段の差異がある状況ではございません。 

 但し、比較的影響緩和策を重視します海外とは、多様化設備を規制要件とするか否か、

それに対応するかどうかの点で若干の差異がございます。 

 以上です。 

○田口企画官 では、以上3点について、御質問等ありましたらお願いします。 

○山形緊急事態対策監 すみません。対策監の山形ですけど。 
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 今回は中間報告なんですかね。前回これが議論に上がったときに、デジタル安全保護系

の共通要因故障ということはソフトウェアだけじゃなくて、ほかに海外で既にISO/IECな

んかで要求されていることがあるので、そういうのをちゃんと調べてくださいねというふ

うにお願いしてあります。 

 きっかけとなる規格番号とか、たしか私、持っていたと思うので、それを聞いてもらえ

れば、この規格だというふうに示せますので、そこのところはよろしくお願いします。 

○田口企画官 事務局は中間報告であると理解をしておりまして、基盤グループで引き続

き調査がなされるというふうに理解をしているんですけれども、よろしいでしょうか。 

○永瀬安全技術管理官 そのように考えております。 

○田口企画官 ほか、ございますでしょうか。 

○古金谷安全規制管理官 すみません。実用炉監視の古金谷ですけれども。 

 今回の調査のスコープは、規制当局のほうの規制要求をメインに調べているということ

ですか。それとも、こういった設備の検査をどうしているかというところも含めて調査を

しているということか、その辺ちょっと教えていただけないでしょうか。 

○永瀬安全技術管理官 システム安全の永瀬でございます。 

 今回、非常に粗々で報告させていただきましたけども、我々調査の範囲としましては、

規制側だけではなくて事業者の対応、あるいは検査の中身についても情報を取得しており

ます。 

○古金谷安全規制管理官 了解しました。ありがとうございました。 

○田口企画官 ほかにございますでしょうか。 

 では、また調査がある程度進みましたら、この場で御紹介をするということにしたいと

思います。 

 次の議題に行きたいと思います。 

 次は、資料32-5-3。こちらは以前からお配りをしている表でございます。既に基準化さ

れたものも含めて一覧になっておりまして、最近の進捗が2点だけ線で書かれております。 

 3ページのところ、乾式キャスクについては委員会に何回か報告をしておりますので、

そのことが追記をされておるのと、それから5ページのところ、竜巻評価ガイドも委員会

に諮っておりますので、そのことが下線で追記をされております。 

 以上でございます。 

 こちらについて、何かございますでしょうか。 
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 特にないようでしたら、あと資料は、参考として前回の議事概要がついております。 

 こちらで今日、準備した資料は以上になりますけれども、これまでのところを含めて、

何かございましたらお願いします。 

○櫻田原子力規制技監 規制技監、櫻田です。 

 ちょっとアイスブレーキングがちゃんとできていないような感じがして、全然ホットに

ならないんですけども。ぜひ、積極的に発言してもらいたいと思うんですが。 

 時間もちょっとまだあるみたいなので、終わった資料でもいいですか。 

 サーマルスリーブの話で、資料の中で、細かい話なんですけど、ちょっと気になったと

ころがあるので教えてほしいんですけど、質問です。 

 資料32-2-4の3ページ目ですね。これはウェスティングの話が書いてあるんですけど、

(3)運転継続の根拠というところの三つ目の段落なんですけど、ウェスティングが1インチ

という下降限界値を定めていて云々と書いてあって、この制限はフランスのプラントで発

生しちゃったスリーブのフランジの脱離じゃなくて、地震による摩耗した部分が破損とい

うことで決めているというふうに書いてあるんですけども。 

 このときの地震による、「地震時に摩耗した部分が破損」て書いているのがちょっとよ

くわからなくて、破損のメカニズムとかってどういうことを前提に考えているのかとか、

それと比べて今回のフランジの脱離というのは、より厳しかったのか、より緩やかなとこ

ろで起きちゃったのかって、その辺、大小関係がよくわからないんですけども、もしわか

るところがあったら教えてほしいんですけど。 

○片岡専門職 規制企画、片岡です。 

 まず、これはもともとウェスティングハウスから出ています欠陥報告、Part21報告であ

りまして、詳しい情報は書いておりません。ここに書いてあるのは、ほとんど全部でござ

いますと。 

 ここに書いてある1インチの根拠ですけど、勝手にウェスティングハウスが決めた値の

ようでございまして、摩耗が進むとだんだんサーマルスリーブが下がってきますよと、そ

の限界値は1インチぐらいですよねというふうに決めているようです。 

 その1インチというところの意味合いは、1インチぐらいまでのところに差があるような

摩耗が進んでいるところが薄くなっているので、地震のときに折れちゃうかもしれません

というような意味合いが読み取れました。 

 あと、アメリカとフランスのスピード感ですけど、アメリカのほうが断然遅くて、全然
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フランスのような、あんな脱離、外れちゃうようなところまでは何年もかかると、もっと

もっと時間がかかるというふうに評価されています。 

○櫻田原子力規制技監 わかりました。だから、地震時に摩耗した部分が破損する可能性

を超えてしまって、地震じゃなくても破損してしまったと、そういうことだということで

すね。 

○片岡専門職 そうですね。それからあと、フランスで起こった事象は、実際にはサーマ

ルスリーブの破損が問題じゃなくて、取れちゃった上側に出ていたリング状の部品があり

ます。あれが駆動機構にひっかかってしまって、制御棒の動きが悪くなったというのが問

題でして、サマースリーブそのものの問題ではないということのようです。 

○櫻田原子力規制技監 わかりました。ありがとうございました。 

○田口企画官 平野さん、お願いします。 

○平野地域連携推進官 平野です。 

 全く別件なんですけど、デジタルのところで質問が一つあります。資料の35-5-2-①の

国内の調査結果の2.過去のデジタル安全保護系に関する文献調査のところです。これは保

安院において前、JEAC、JEAGの規格をエンドースする際に、どういう考え方であったかと

いうことを示しています。 

 そこで、そのときのまず最初の結論は、実証できない場合、原理の異なる手段を別途用

意すること、ということが書いてあって、それが次になると、これは自主という位置づけ

に変わっていると私は思っていますけど、その説明が書かれているかと思うと、そうでは

ない感じがします。 

 上から3番目の丸を見ると、「具体的には、プログラミングエラーを排除するための」

云々「単純化」、それから、「V&Vを実施することで共通要因故障の発生は極めて低いと

している。」 

 この3番目の丸は、最初の結論とは違いますよね。実証できない場合には別途用意する

こと、という要求があったはずですよね。知りたいのは、実証できない場合というのは、

具体的にはどういうことを考えていたんだ、当時ですね。そこのところが肝なんじゃない

のかなと思いますけれども、私のほうに誤解があったら御指摘いただきたいと思います。 

 何か、この2.の説明が、実証できない場合、原理の手段を別途用意することという要求

をまずつくったと。そこの考え方が示されていないと思いますが、何か誤解がありました

ら御指摘ください。 
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○小野安全規制管理官 実用炉審査部門の小野ですけども。 

 今、平野さんがおっしゃっているところは、2.の白丸の1番目のところが、まずという

ことでおっしゃっているんですか。最初の結論じゃないかと。 

○平野地域連携推進官 最初の丸は、実証されれば手段の異なる手当をする必要はないと

いうのはひっくり返しですから、それは当然ですよね。実証できれば必要がない。 

○小野安全規制管理官 はい。 

○平野地域連携推進官 実証できなければ、原理の異なる手段を別途用意することという

のが最初の結論だったのですね。そこを私はちゃんと理解したいと思っているということ

ですけど。 

○小野安全規制管理官 実用炉審査部門の小野ですけども。 

 ここに書かれている以上の情報はないと思っていまして、ですから、実証されていれば

要らない。だけど、このぐらいの実証を示せばいいんでしょうと。 

 ですから、結論的には、ハードワイヤードは、先ほど参考の資料で説明されたとおり、

参考資料がどう書いてあったかというと、読み上げますと、「デジタル計算機の健全性を

実証できない場合は、安全保護機能の遂行を担保するための原理の異なる手段を別途用意

すること」ということで、これはある意味当時の解釈、この考え方を、そもそもデジタル

計算機を導入するに当たって健全性を実証できない場合には、本来であれば許認可でいけ

ば認められないわけですよねと。そういったものが存在するんだったら、ハードワイヤー

ドなりを設けなさいという要求で、今考えれば相矛盾するような要求をしていたんじゃな

いかというふうに思っています。 

 言い方がちょっとわかりにくかったかもしれませんけど。 

○平野地域連携推進官 平野です。 

 今の例えばMDEPのCommon Positionなんかを見ると、ヒューマンエラーによる共通要因

故障を回避するためには、多重性の要求が必要だという結論に至っている。それがいいと

か悪いとかということではないですけれども。一番最初の結論というのはそれに近いです

よね。実証できない場合は、多重の手段を用意しなさいという結論に至ったと。 

 それが、なぜがV&Vも実施し、シンプリフィケーションなどもやれば、それはもう実施

ができるというふうに移ってきたと。そこの経緯が知りたいというのが、私の趣旨ですけ

れども。 

○田口企画官 これは当時、これに関わった人がこの場にいらっしゃれば、お願いします。 



 

32 

○青木安全規制管理官 核燃料施設審査担当の青木です。 

 ちょっとかなり以前の話なので詳しくは記憶しておりませんけれど、現行捉えている

V&Vとか、そういった対策を講じることによって実証されるということで、ハードワイヤ

ードについては、もうこれは自主でいいですよという判断をしたということだと思います。 

○平野地域連携推進官 これで最後にしたいと思いますけども、それは理解しているつも

りです。なぜ、最初は実証できなければ多重につけろと言っていたのが、実証できるので、

つける必要はないと。つける場合は自主であるという結論になったかというところが理解

したいということです。 

 おっしゃっていることはそのとおりだと思いますので、私もそれは理解しているつもり

です。なぜ、そういうふうに結論が変わってきたのかと。 

○青木安全規制管理官 青木です。 

 変えたつもりはないんですけど、実証できなければつけなさいよという要求で、今の

V&Vをちゃんとやっていただけるんであればこれは実証できるので、だから、その場合に

はハードワイヤードは要らないんだけど、自主的にはつけてねというふうなことにしてい

るので。V&Vをやりませんというふうなことで申請が来れば、それはつけてもらわなきゃ

いけないんですけど、日本の事業者はみんなV&Vの対策をやっていますので、その場合に

は実証できるので、その場合には要りませんということになるという理解だと思いますが。 

○山田原子力規制部長 規制部長、山田です。 

 ちょっと役人的に文書の読み方の話だけになってしまうかもしれないんですけども、最

初のところで「多重化されたデジタル安全保護系の健全性が実証されていれば不要です」

としか書いていなくて、実証されない場合については、やらなきゃいけないとは書いてい

ないんですね。ですから、実証されていない場合については、そこから先に書いてある。

で、実証されていない場合でもV&Vができていればオーケーですというふうに、ここには

書いてあるとも読める。 

 ですので、結論から言えば、平野さん御指摘のようなMDEPのポジションと、一番最初に

書いてあるステートメントは、意味しているところが違うということじゃないかと思いま

す。 

○平野地域連携推進官 今の御説明は、何となく納得したということじゃないですけど、

もしそうであれば非常に明確かなと。 

 私の印象としては、もともとJEAC、JEAGのほうが、V&Vをやっていれば、それでいいと
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いう主張で提案されてきたのに対して、それに反発して規制側としては、いや、V&Vをや

ったからって、それで必ずしも実証できるわけじゃないでしょうというのが最初のコメン

トじゃないのかなというふうに理解したので、こういう質問になっています。 

 山田部長の言われたようなことであれば、それはそうかもしれないですね。その辺を明

確にしてもらうことが、この問題を理解しやすくする一つのポイントなんじゃないのか。 

 もう一度繰り返しますが、もともとJEAC、JEAGは、V&Vをやっていればそれで実証され

ているという主だと思います。おっしゃったとおりです。それを、それでいいよと言うか、

いや、そうじゃないでしょう。実証できない場合にはちゃんとつけなさいよというコメン

トをつけたと、当時ですね。その趣旨というのが、重要なところがあるんじゃないのかな

というのが、私の疑問というか、何となくしっくりおさまらない理由ですということです。 

○山形緊急事態対策監 対策監の山形ですけど。 

 参考になるかどうかわからないんですけど、私ももう二、三十年前の話なんで、ちょっ

と記憶が曖昧なんですけど。このV&Vの話というか、デジタル保護系の話をたしかNRCまで

出張して議論した記憶があって、日本側というか、私はV&Vをやっていて、信頼性を確保

していますなんていう議論をしていたら、いやいや、アメリカはそんなことを言っている

んじゃなくて、物理的にセミコンダクターは物理的に変な動きをする、ビット返りとか、

たしか言っていたような気がするんですけど、01のところが、たまにそういう確率的にビ

ット返りが起こるんだとか何か言って、それで誤動作する可能性もあるんだみたいな話と

か。 

 あと、V&Vというのはあくまでもソフトウェア、ここでいうところの可視化ソフトみた

いなところの、非常に最終的なユーザーインターフェイスのところのソフトなんですけど、

もっとその下のほうに、多分、機械ごと中間言語のソフトウェアとか、中間言語と普通プ

ログラミングする言語との間の問題とかも見ているのかみたいな議論がたしかありました。

ちょっとお役に立つかどうかわかんないですけど。 

○田口企画官 今おっしゃったようなことは、日本と米国の考え方の違いになっていると

理解をしていまして、米国はやっぱり検証し切れないという前提に立って、じゃあ、どう

するんだという規制をしているように見えますし、日本は、条文としては、さっき参考の

資料で御紹介したように、検証しない限りは別のもの、ちゃんと証明できない限り別のも

のをつけなさいとはなっていますけれども、JEAC、JEAGをエンドースする過程で、そのと

おりやっていればいいというふうに日本はなっていると。この辺が、少し考え方が違って
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いるところと理解をしております。 

○櫻田原子力規制技監 規制技監の櫻田です。 

 誰に聞けばいいのかわからないですけど、田口さんが説明された資料32-5-2の③、横長

のポンチ絵の。この右下のほうに、アメリカの検討の話が書いてあって、2018年中に改定

とかって書いてあるんですけども、これは今年度中に出てくる見込みがあるんですかとい

う質問なんですけど。誰がお答えできるのか。 

○田口企画官 多分、基盤グループのほうが一番お詳しいと思います。 

○今瀬原子力規制専門職 システム安全の今瀬と申します。 

 この資料は若干、記載が不十分なところがあるようにちょっと思うんですけども、現在、

米国ではIAPといって、統合的な改善プログラムを進めていて、その中の項目の一つが共

通要因故障対策になっております。 

 その一つが、NRCからスケジュールも公開されておりまして、2018年になっていると。 

 その後、IEEEの反映とか、それもアナウンスはされてはいるんですけれども、まだちょ

っと具体的な日程とか、確定の情報のほうは、私のほうではまだ持ち合わせておりません。

ちょっとこの辺り、資料の調整がまだ若干、不十分だったところがあったのかなというふ

うに感じています。 

 引き続きシステム安全では、より正確な情報に基づく調査を進めていきたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○田口企画官 ほかにございますか。 

 全体を通じてとか、今日の議題でないことでも結構ですけれども、何かございましたら

お願いします。 

○山中原子力規制委員 ちょっと最後。幾つかのプラントについて、デジタル保護系の調

査をしていただいたんですけども、特段、今、再稼働の申請が出ている他のプラントにつ

いて、こういうことを知っておく必要は特段ないというふうにお考えなんでしょうか。 

 もうこのプラントで代表されているというふうに考えていいんでしょうか。 

○小野安全規制管理官 実用炉審査部門の小野でございます。 

 今、国内の代表ということで、また、高浜1・2、それから泊の3、ABWR柏崎の6・7とい

うことで調べてきましたけども、今ちょっとどういうデジタルが導入されているプラント

になっているか、まずこの概要を御説明したいと思うんですけども。まず、BWRの場合は、
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ABWRしかデジタル安全保護系を導入していないということでございます。設置変更許可を

おろしたプラントでは柏崎の6・7だけでございまして、それ以外、申請のあるプラントと

してみると、志賀の2号機、あと大間ということになります。 

 あと、まだ申請はありませんが、浜岡の5号機、それから島根の3、東電東通、これが

ABWRでございますので、これはプラントの設計当初からデジタル安全保護系を使っている

ということであります。 

 一方、PWRのほうは、これはもともとプラントの初期段階からデジタルを導入していな

かったプラントが、順次デジタル安全保護系を導入してきていると、こういった実態がご

ざいます。 

 ここに書きましたように、泊の3号機はプラントの当初設計からデジタルを入れてござ

いますが、現行では既にデジタル安全保護系を入れているプラントでいけば、例えば伊方

の1号機とか2号機、これは廃止措置、あるいは廃止措置を表明したプラントであったり、

あと、関西電力の大飯の1・2号機もデジタルがどうも入っているようでございますと。 

 あと、新規制基準での申請で許認可がおりているプラントということで見ると、高浜の

1・2・3・4。1・2号機は、今、デジタル安全保護系を導入している最中だと思いますけど

も、こういう状況でありますと。それから、大飯の3・4号機。3号機はちょっとまだのよ

うですけど、4号機は入れているようでございます。それから、美浜の3号機は、現在の基

準対応の中で工事をされているということであります。あと、川内の1・2号機はこれから

導入をするという実態でございます。これらはちょっと大まかな状況であるということで

ございます。 

 これらのプラントも高浜1・2号機と、あるいは泊の3号機と同様の思想で、デジタルの

導入というのはされているというふうに認識しております。 

 以上でございます。 

○山中原子力規制委員 ありがとうございました。 

 それと、やはり米国のこういうデジタル安全保護系に対する規制と、日本の規制という

のは違うと考えてよろしいんですかね。ちょっとその辺り、結論がどうなったのかなとい

う。どなたに聞いたらいいのかあれなんですけど。 

○永瀬安全技術管理官 デジタルに関しては、今回の共通要因故障のほかにもいろいろあ

るかと思いますけども、少なくともこの問題につきましては、米国とその他の国と我が国

では、基本的な考え方は同じというふうに理解しております。 



 

36 

○山中原子力規制委員 先ほどちょっと伺っていると、V&Vをやっているかどうかで、後

の規制の仕方が違うように聞こえたんですけど、その辺りも含めて同じと。 

○田口企画官 事務局の理解は若干違っていて、ソフトウェアのバグも含めた共通要因故

障を実態上は排除できない前提に立って追加的な対策、DASが、実態上要求されちゃって

いる米国がいて、ただ、それを今、若干さらに見直しをかけている状況なのでありますけ

れども。日本は比較的十分検証すればそれでいいだろうという立場に立っているので、そ

こに少しの違いがあるかと思います。それ以外は同じかと思います。 

○山中原子力規制委員 わかりました。ある会合で、いわゆるデジタル保護系を用いたこ

とによるトラブルというんですかね。それを聞いたことがあります。 

 メモリーがオーバーフローして、制御不能状態に陥って、運転員がアナログ系で停止で

きることを知らなかったという、そういう事例があると。 

 ほかにもあるのかというような質問をしたら、ありそうなんだけど答えてはくれなかっ

たんですが、その発表者は。 

 いわゆる規制庁で、こういうデジタル系に関するトラブルというんですかね。こんなト

ラブルが、少なくとも日本とか、あるいは公開されているトラブル情報でつかんでいる事

例というのはあるんですかね。 

○片岡専門職 規制企画、片岡です。 

 ちょっと今、調査中でありまして、まだつかみ切れておりません。ただ、米国の場合は

幾つかデジタル機器の故障は入手しております。 

○山中原子力規制委員 ありがとうございます。今日は中間報告ということなので、また

後日、もう少し詳しい情報が調べていただけるのかなと。 

 NRCもそうなんですけど、かなり世界的にもこういうデジタル化というのは進んでいく

という方向で、問題視はかなりされているようなので、ぜひとも詳細、また、後日報告い

ただければと思います。 

 私からは以上です。 

○田口企画官 ほかに全体を通じて何かございますでしょうか。なければ、そろそろ終わ

りにしていきたいと思いますが。 

 では、特にないようですので、本日の会合は以上としたいと思います。どうもありがと

うございました。 


